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卸
売
市
場
法
及
び
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

卸
売
市
場
法
の
一
部
改
正

一

目
的

こ
の
法
律
は
、
卸
売
市
場
が
食
品
等
の
流
通
に
お
い
て
生
鮮
食
料
品
等
の
公
正
な
取
引
の
場
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
卸
売
市
場
に
関
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
策
定
す
る
基
本
方
針
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、

農
林
水
産
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
そ
の
認
定
に
関
す
る
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
、
そ
の
適
正
か
つ
健
全
な

運
営
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
鮮
食
料
品
等
の
取
引
の
適
正
化
と
そ
の
生
産
及
び
流
通
の
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て

国
民
生
活
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

定
義

㈠

「
開
設
者
」
と
は
、
卸
売
市
場
を
開
設
す
る
者
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈡

「
卸
売
業
者
」
と
は
、
卸
売
市
場
に
出
荷
さ
れ
る
生
鮮
食
料
品
等
に
つ
い
て
、
そ
の
出
荷
者
か
ら
卸
売
の
た
め
の
販

売
の
委
託
を
受
け
、
又
は
買
い
受
け
て
、
当
該
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
を
す
る
業
務
を
行
う
者
を
い
う
も
の
と
す
る

こ
と
。
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㈢

「
仲
卸
業
者
」
と
は
、
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
を
受
け
た
生
鮮
食
料
品
等
を
当
該
卸
売
市
場
内
の
店
舗
に
お
い
て

販
売
す
る
者
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

三

卸
売
市
場
に
関
す
る
基
本
方
針

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
卸
売
市
場
に
関
す
る
基
本
方
針
（
四
の
㈠
の
①
に
お
い
て
「
基
本
方

針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈠

卸
売
市
場
の
業
務
の
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

㈡

卸
売
市
場
の
施
設
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

㈢

そ
の
他
卸
売
市
場
に
関
す
る
重
要
事
項

（
第
三
条
関
係
）

四

中
央
卸
売
市
場
の
認
定
制
度

㈠

中
央
卸
売
市
場
の
認
定

卸
売
市
場
（
そ
の
施
設
の
規
模
が
一
定
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す

る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
も
の
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
、

中
央
卸
売
市
場
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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①

申
請
書
及
び
卸
売
市
場
の
業
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
の
内
容
が
、
基
本
方
針
に
照

ら
し
適
切
で
あ
る
こ
と
。

②

申
請
書
及
び
業
務
規
程
の
内
容
が
、
法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
。

③

業
務
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
卸
売
市
場
の
業
務
の
方
法
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

イ

開
設
者
は
、
卸
売
市
場
に
お
い
て
売
買
取
引
を
行
う
者
（
以
下
「
取
引
参
加
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
不

当
に
差
別
的
な
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
。

ロ

開
設
者
は
、
卸
売
の
数
量
及
び
価
格
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
。

ハ

開
設
者
は
、
業
務
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
取
引
参
加
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
（
以
下
「
遵
守
事
項
」
と
い
う
。

）
を
取
引
参
加
者
に
遵
守
さ
せ
る
た
め
、
指
導
及
び
助
言
、
報
告
及
び
検
査
、
是
正
の
求
め
そ
の
他
の
措
置
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

④

業
務
規
程
に
卸
売
市
場
の
業
務
の
方
法
と
し
て
次
に
掲
げ
る
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
当
該
方
法
が

公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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イ

卸
売
業
者
の
生
鮮
食
料
品
等
の
品
目
ご
と
の
売
買
取
引
の
方
法

ロ

取
引
参
加
者
が
売
買
取
引
を
行
う
場
合
に
お
け
る
決
済
の
方
法

⑤

業
務
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
遵
守
事
項
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
内
容

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

売
買
取
引
の
原
則

取
引
参
加
者
は
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
売
買
取
引
を
行
う
こ
と
。

ロ

差
別
的
取
扱
い
の
禁
止

卸
売
業
者
は
、
出
荷
者
又
は
買
受
人
に
対
し
て
、
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
い
を
し
な

い
こ
と
。

ハ

売
買
取
引
の
方
法

卸
売
業
者
は
、
④
の
イ
の
方
法
と
し
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
、
卸
売
を
す
る
こ
と
。

ニ

売
買
取
引
の
条
件
の
公
表

卸
売
業
者
は
、
売
買
取
引
の
条
件
を
公
表
す
る
こ
と
。

ホ

受
託
拒
否
の
禁
止

卸
売
業
者
は
、
卸
売
の
た
め
の
販
売
の
委
託
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
正
当
な
理

由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
引
受
け
を
拒
ま
な
い
こ
と
。

ヘ

決
済
の
確
保

取
引
参
加
者
は
、
④
の
ロ
の
方
法
と
し
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
、
決
済
を
行
う
と
と
も
に

、
卸
売
業
者
は
、
事
業
報
告
書
を
作
成
し
、
開
設
者
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
閲
覧
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
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、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

ト

売
買
取
引
の
結
果
等
の
公
表

卸
売
業
者
は
、
売
買
取
引
の
結
果
そ
の
他
の
公
正
な
生
鮮
食
料
品
等
の
取
引
の

指
標
と
な
る
べ
き
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
。

⑥

⑤
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
事
項
以
外
の
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
の
要
件
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
遵
守
事
項
が
⑤
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
事
項
の
内
容
に
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ロ

当
該
遵
守
事
項
が
取
引
参
加
者
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
遵
守
事
項
及
び
当
該
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
た
理
由
が
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑦

開
設
者
が
、
取
引
参
加
者
に
遵
守
事
項
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
有
す
る
こ
と
。

⑧

当
該
卸
売
市
場
が
、
生
鮮
食
料
品
等
の
円
滑
な
取
引
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

⑨

①
か
ら
⑧
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
卸
売
市
場
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
に
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
関
係
）

㈡

公
示
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農
林
水
産
大
臣
は
、
㈠
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
卸
売
市
場
（
以
下
「
中
央
卸
売
市
場
」
と
い

う
。
）
の
名
称
等
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
六
項
関
係
）

㈢

名
称
制
限

㈠
の
認
定
を
受
け
た
卸
売
市
場
で
な
い
も
の
は
、
中
央
卸
売
市
場
又
は
こ
れ
に
紛
ら
わ
し
い
名
称
を
称
し
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
七
項
関
係
）

㈣

変
更
の
認
定
等

中
央
卸
売
市
場
の
変
更
の
認
定
、
休
止
及
び
廃
止
の
届
出
並
び
に
認
定
の
失
効
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
関
係
）

㈤

指
導
及
び
助
言

農
林
水
産
大
臣
は
、
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

㈥

措
置
命
令

農
林
水
産
大
臣
は
、
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も



- 7 -

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

㈦

認
定
の
取
消
し

農
林
水
産
大
臣
は
、
中
央
卸
売
市
場
が
㈠
の
①
か
ら
⑨
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
き
等
は
、
㈠
の
認

定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

㈧

報
告
及
び
検
査

①

中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
は
、
毎
年
、
運
営
の
状
況
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

②

農
林
水
産
大
臣
は
、
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
財
産
に
関
し
報
告
若
し
く
は
資
料

の
提
出
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
、
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
の
業
務
を
行
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
物
件
を
検
査

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

五

地
方
卸
売
市
場
の
認
定
制
度

㈠

地
方
卸
売
市
場
の
認
定

卸
売
市
場
で
あ
っ
て
、
四
の
㈠
の
①
か
ら
⑨
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
（
⑤
の
ホ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
適
合
し
て
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い
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
て
、
地
方
卸
売
市
場
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
関
係
）

㈡

公
示

都
道
府
県
知
事
は
、
㈠
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
卸
売
市
場
（
以
下
「
地
方
卸
売
市
場
」
と
い

う
。
）
の
名
称
等
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
第
六
項
関
係
）

㈢

名
称
制
限

㈠
の
認
定
を
受
け
た
卸
売
市
場
で
な
い
も
の
は
、
地
方
卸
売
市
場
又
は
こ
れ
に
紛
ら
わ
し
い
名
称
を
称
し
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
第
七
項
関
係
）

㈣

準
用

四
の
㈣
か
ら
㈧
ま
で
の
規
定
を
㈠
の
認
定
に
準
用
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

六

助
成

㈠

国
は
、
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
で
あ
っ
て
第
二
の
五
の
㈡
の
①
の
認
定
を
受
け
た
も
の
が
当
該
認
定
に
係
る
計
画

（
㈡
に
お
い
て
「
認
定
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
当
該
中
央
卸
売
市
場
の
施
設
の
整
備
を
行
う
場
合
に
は
、
予
算
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の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
施
設
の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
十
分
の
四
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

㈡

国
及
び
都
道
府
県
は
、
中
央
卸
売
市
場
又
は
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者
で
あ
っ
て
第
二
の
五
の
㈡
の
①
の
認
定
を
受

け
た
も
の
が
認
定
計
画
に
従
っ
て
当
該
中
央
卸
売
市
場
又
は
地
方
卸
売
市
場
の
施
設
の
整
備
を
行
う
場
合
に
は
、
資
金

の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

第
二

食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
の
一
部
改
正

一

題
名

題
名
を
「
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
と
す
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

二

目
的

こ
の
法
律
は
、
食
品
等
の
流
通
が
農
林
漁
業
者
と
一
般
消
費
者
と
を
つ
な
ぐ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
、
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
に
よ
る
基
本
方
針
の
策
定
及
び
食
品
等
流
通
合
理
化
計
画

の
認
定
、
そ
の
実
施
に
必
要
な
支
援
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
を
図
る
た
め

、
農
林
水
産
大
臣
に
よ
る
調
査
の
実
施
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
農
林
漁
業
及
び
食
品
流
通
業
の
成
長
発
展
並
び
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に
一
般
消
費
者
の
利
益
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

三

定
義

㈠

「
食
品
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
を
除
く
。
）
を
い

う
も
の
と
す
る
こ
と
。

①

飲
食
料
品

②

花
き
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
農
林
水
産
物
（
①
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

③

農
林
水
産
物
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
（
①
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ

て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

㈡

「
食
品
等
の
流
通
」
と
は
、
食
品
等
の
輸
送
、
保
管
、
販
売
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈢

「
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
」
と
は
、
食
品
等
の
流
通
の
経
費
を
削
減
す
る
た
め
に
行
う
食
品
等
の
流
通
の
効
率
化

そ
の
他
の
措
置
又
は
食
品
等
の
価
値
を
高
め
、
若
し
く
は
新
た
な
需
要
を
開
拓
す
る
た
め
に
行
う
食
品
等
の
流
通
に
お

け
る
品
質
管
理
若
し
く
は
衛
生
管
理
の
高
度
化
そ
の
他
の
措
置
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈣

「
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
」
と
は
、
食
品
等
の
取
引
が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
食
品
等
の
取
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引
条
件
の
改
善
そ
の
他
の
措
置
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

四

留
意
事
項

㈠

食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
の
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

①

食
品
等
の
流
通
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
食
品
等
流
通
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
多
様
化
す
る
需
要

に
即
し
て
、
創
意
工
夫
を
発
揮
し
て
事
業
活
動
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

②

食
品
等
流
通
事
業
者
の
行
う
事
業
活
動
が
農
林
漁
業
の
成
長
発
展
及
び
一
般
消
費
者
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る

も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

㈡

食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
の
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

①

食
品
等
の
多
く
が
短
期
間
で
品
質
が
低
下
し
や
す
い
性
質
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
引
の
当
事
者
間
の
取
引

上
の
地
位
に
格
差
が
生
ず
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
そ
の
取
引
の
適
正
化
を
図
る
必
要
性
が
高
い
こ
と
。

②

食
品
等
の
取
引
が
適
正
か
つ
安
定
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
農
林
漁
業
者
及
び
一
般
消
費
者
の
利
益
に
資
す
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る
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

五

食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
の
た
め
の
措
置

㈠

食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
に
関
す
る
基
本
方
針

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
に
関
す
る
基
本
方
針
（
㈡
の
③
に
お
い

て
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

①

食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
を
図
る
事
業
（
以
下
「
食
品
等
流
通
合
理
化
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
よ
う
と
す

る
者
が
講
ず
べ
き
次
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す
る
事
項

イ

食
品
等
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
措
置

ロ

食
品
等
の
流
通
に
お
け
る
品
質
管
理
及
び
衛
生
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
措
置

ハ

食
品
等
の
流
通
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
措
置

ニ

食
品
等
に
係
る
国
内
外
の
需
要
へ
の
対
応
に
関
す
る
措
置

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
の
た
め
に
必
要
な
措
置

②

①
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
に
関
し
必
要
な
事
項

（
第
四
条
関
係
）
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㈡

食
品
等
流
通
合
理
化
計
画

①

食
品
等
流
通
合
理
化
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
食
品
等
流
通
合
理
化
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
食

品
等
流
通
合
理
化
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

②

食
品
等
流
通
合
理
化
計
画
に
は
、
食
品
等
流
通
合
理
化
事
業
の
目
標
等
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

③

農
林
水
産
大
臣
は
、
①
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
食
品
等
流
通
合
理
化
計
画
が
基
本
方
針

に
照
ら
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

④

農
林
水
産
大
臣
は
、
①
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
を
当
該
申
請
に
係
る
食
品
等

流
通
合
理
化
計
画
の
対
象
と
な
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
に
通
知
し
、
当
該
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

㈢

支
援
措
置

①

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
等

イ

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
ロ
に
お
い
て
「
公
庫
」
と
い
う
。
）
は
、
㈡
の
①
の
認
定
に
係
る
食
品
等
流
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通
合
理
化
計
画
（
ロ
に
お
い
て
「
認
定
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
食
品
等
流
通
合
理
化
事
業
を
実
施
す
る
た

め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

ロ

公
庫
は
、
認
定
計
画
に
従
っ
て
海
外
に
お
い
て
食
品
等
流
通
合
理
化
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の

借
入
れ
に
係
る
債
務
保
証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

②

株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援
機
構
に
よ
る
出
資
等

株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援
機
構
は
、
㈡
の
①
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
出
資
等
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
関
係
）

③

食
品
等
流
通
合
理
化
促
進
機
構
に
よ
る
債
務
保
証
等

食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
機
構
の
名
称
を
食
品
等
流
通
合
理
化
促
進
機
構
に
変
更
し
、
食
品
等
流
通
合
理
化
事
業

に
係
る
債
務
保
証
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
関
係
）

六

食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
の
た
め
の
措
置

㈠

食
品
等
流
通
調
査

①

農
林
水
産
大
臣
は
、
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
の
た
め
、
食
品
等
の
流
通
に
関
す
る
調
査
（
以
下
「
食
品
等
流
通
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調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

②

中
央
卸
売
市
場
又
は
地
方
卸
売
市
場
を
開
設
す
る
者
は
、
食
品
等
流
通
調
査
に
対
し
て
協
力
す
る
た
め
、
そ
の
保

有
す
る
食
品
等
の
流
通
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

③

農
林
水
産
大
臣
は
、
食
品
等
流
通
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
及
び
食
品

等
流
通
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
力
を
求
め
ら
れ

た
関
係
行
政
機
関
及
び
食
品
等
流
通
事
業
者
は
、
そ
の
求
め
に
応
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

㈡

食
品
等
流
通
調
査
に
基
づ
く
措
置

農
林
水
産
大
臣
は
、
食
品
等
流
通
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
食
品
等
流
通
事
業
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
、
食
品

等
の
流
通
に
関
す
る
施
策
の
見
直
し
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）

㈢

公
正
取
引
委
員
会
へ
の
通
知

農
林
水
産
大
臣
は
、
食
品
等
の
取
引
に
関
し
、
不
公
正
な
取
引
方
法
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は

、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
事
実
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
関
係
）
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第
三

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
及
び
第
二
の
六
の
㈠
の
②
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

経
過
措
置
等

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
第
一
の
四
の
㈠
の
中
央
卸
売
市
場
の
認
定
又
は
第
一
の
五
の
㈠
の
地
方
卸
売
市
場

の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
及
び
一
定
の
場
合
に
こ
れ
ら
の
申
請
に
当
た
っ
て
記
載
事
項
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
ほ
か
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
関
係
）

三

検
討

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
食
品
等
の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
動
向
及
び
実
態
を
踏
ま
え

、
農
林
漁
業
及
び
食
品
流
通
業
の
成
長
発
展
並
び
に
一
般
消
費
者
の
利
益
の
増
進
に
資
す
る
食
品
等
の
流
通
構
造
の
実
現
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の
観
点
か
ら
、
改
正
後
の
卸
売
市
場
法
及
び
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
一
条
関
係
）


